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J-41 耳垢栓塞除去（複雑）（片）（鼓膜切開術との併施） 

 

《令和 6 年 6 月 6 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、耳垢栓塞及び中耳炎等の病名がある場合、同側耳に対する

耳垢栓塞除去及び鼓膜切開術（複雑なもの）の併算定は認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 中耳炎に対する鼓膜切開術の前処置として耳垢を除去する場合、耳垢栓

塞除去は手術の一連の行為であるため算定は認められないが、耳垢栓塞に

対する耳垢栓塞除去後に中耳炎が確認され鼓膜切開術に至った場合は、

「耳垢栓塞」及び「中耳炎」それぞれの疾患に対応する処置が行われたも

のとして算定は認められると整理した。 

 

○ 留意事項 

 耳垢塞栓法（複雑なもの）については、耳垢塞栓を完全に除去した場合

にのみ算定が認められる。 

 


